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【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県支出金 地方債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 1,348,939 89,942 202,268 1,056,729

障害者福祉費 2,203,792 1,528,116 52,359 100,141 523,176

老人福祉費 240,588 8,573 5,400 71,276 24,955 130,384

児童福祉費 児童福祉総務費 377,674 238,434 20,641 19,053 99,546

児童措置費 3,553,077 2,512,188 205,502 134,211 701,176

母子福祉費 360,281 127,401 37,413 195,467

児童福祉運営費 198,646 116,164 10,129 11,624 60,729

生活保護費 生活保護扶助費 842,493 627,340 4,971 33,767 176,415

9,125,490 5,248,158 5,400 364,878 563,432 2,943,622

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 555,554 292,078 42,329 221,147

老人福祉費 1,001,517 168,449 133,839 699,229

1,557,071 460,527 176,168 920,376

衛生費 保健衛生費
保健衛生総務一般
管理費

145,896 250 23,400 122,246

保健衛生対策費 364,154 10,586 58,000 1,521 47,242 246,805

予防費 224,502 10,151 34,437 179,914

病院費 病院費 1,312,829 210,916 1,101,913

2,047,381 20,987 58,000 1,521 315,995 1,650,878

12,729,942 5,729,672 63,400 366,399 1,055,595 5,514,876

令和４年度登米市一般会計決算における市町村交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障施策に要する経費について

　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされ
ています。
　令和４年度登米市一般会計決算における市町村交付金（社会保障財源化分）の社会保障施策関連経費への充当
状況については、以下のとおりです。

12,729,942

1,055,595

※１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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小計　①

（単位：千円）

　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　

※２　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、人件費及び事務費を除いた額とする。
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